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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無機基板に高分子フィルムを接着して多層基板とし、該多層基板の該高分子フィルム上
に電子デバイスを形成した後に該高分子フィルムを該無機基板から剥離するフレキシブル
電子デバイスの製造方法において、少なくとも下記(1)～(5)を含む工程により、該無機基
板に該高分子フィルムを少なくとも２以上の区画に分割して接着することを特徴とする、
フレキシブル電子デバイスの製造方法。
　(1) 一枚の保護フィルムに、少なくとも２以上の区画に分割された高分子フィルムを貼
り合わせ多層積層フィルムを得る工程、
　(2) 無機基板と、前記多層積層フィルムの高分子フィルム側とを接着し、多層基板を得
る工程、
　(3) 前記多層基板から保護フィルムを剥離する工程、
　(4) 多層基板の高分子フィルム上に電子デバイスを形成する工程、
　(5) 多層基板から高分子フィルムを剥離する工程、
【請求項２】
　前記高分子フィルムの厚さが１２μｍ以上、ヤング率が６GPa以上であり、４００℃１
時間加熱時の収縮率が０．５％以下であることを特徴とする請求項１に記載のフレキシブ
ル電子デバイスの製造方法。
【請求項３】
　前記無機基板が、面積４９００ｃｍ２以上、少なくとも短辺側が７００ｍｍ以上の実質
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的に長方形であることを特徴とする請求項１または２に記載のフレキシブル電子デバイス
の製造方法。
【請求項４】
　前記無機基板と前記高分子フィルムとの貼り合わせが、表面活性化処理した無機基板と
、表面活性化処理した高分子フィルムとを加熱・加圧することによって行われる請求項１
～３のいずれかに記載のフレキシブル電子デバイスの製造方法。
【請求項５】
　前記無機基板と前記高分子フィルムとの貼り合わせに、厚さが５μｍ以下の粘着剤ない
し接着剤を用いることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のフレキシブル電子デ
バイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フレキシブルな高分子フィルムをリジッドな仮支持用無機基板に仮固定し積
層体として、次いで高分子フィルム上に各種電子デバイスを形成した後に、高分子フィル
ムを電子デバイス部ごと剥離して、フレキシブル電子デバイスを得る製造技術に関する。
【０００２】
　情報通信機器（放送機器、移動体無線、携帯通信機器等）、レーダー、高速情報処理装
置等における電子部品として、半導体素子、ＭＥＭＳ素子、ディスプレイ素子などの機能
素子（デバイス）が用いられるが、これらは従来、ガラス、シリコンウエハ、セラミック
基材等の無機基板上にて形成ないし搭載されるのが一般的であった。しかし、近年、電子
部品の軽量化、小型・薄型化、フレキシビリティ化が求められるなか、高分子フィルム上
に各種機能素子を形成する試みがなされている。
【０００３】
　各種機能素子を高分子フィルム表面に形成するにあたっては、高分子フィルムの特性で
あるフレキシビリティを利用した、いわゆるロール・トゥ・ロールプロセスにて加工する
ことが理想とされる。しかしながら、半導体産業、ＭＥＭＳ産業、ディスプレイ産業等の
業界においては、これまでウエハベースまたはガラス基板ベース等のリジッドな平面基板
を対象としたプロセス技術が主流であった。そこで、既存インフラを利用して各種機能素
子を高分子フィルム表面に形成するために、高分子フィルムを無機物（ガラス板、セラミ
ック板、シリコンウエハ、金属板など）からなるリジッドな支持体に貼り合わせておき、
所望の素子を形成した後に支持体から剥離するというプロセスが考案された。
【０００４】
　一般に機能素子を形成する工程においては、比較的高温が用いられることが多い。例え
ば、ポリシリコンや酸化物半導体などの機能素子の形成においては１２０～５００℃程度
の温度域が用いられる。低温ポリシリコン薄膜トランジスターの作製においては脱水素化
のために４５０℃程度の加熱が必要になる場合がある。水素化アモルファスシリコン薄膜
の作製においても１５０～２５０℃程度の温度域が必要になる。ここに例示した温度域は
、無機材料にとってはさほど高い温度ではないが、高分子フィルムや、一般に高分子フィ
ルムの貼り合わせに利用される接着剤にとっては、相当に高い温度であると云わざるを得
ない。先に述べた高分子フィルムを無機基板に貼り合わせ、機能素子形成後に剥離すると
いう手法に於いて、用いられる高分子フィルムや貼り合わせに用いられる接着剤、粘着剤
にも十分な耐熱性が求められる所以であるが、現実問題としてかかる高温域にて実用に耐
える高分子フィルムは限られている。また、従来の貼り合わせ用接着剤、粘着剤に至って
は十分な耐熱性を有したものは、きわめて少ないのが現状であった。
【０００５】
　高分子フィルムを無機基板に仮貼り付けする耐熱接着手段が得られないため、かかる用
途においては、無機基板上に高分子フィルムの溶液、ないし前駆体溶液を塗布して無機基
板上で乾燥・硬化させてフィルム化して当該用途に使用する技術が知られている。しかし
ながら、かかる手段により得られる高分子膜は、脆く裂けやすいため、無機基板から剥離
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する際に機能素子を破壊してしまう場合が多い。特に大面積のデバイスを剥離することは
極めて難度が高く、およそ工業的に成り立つ歩留まりを得ることはできない。
　本発明者らは、このような事情に鑑み、機能素子を形成するための高分子フィルムと支
持体との積層体として、耐熱性に優れ強靭で薄膜化が可能なポリイミドフィルムを、カッ
プリング剤を介して無機物からなる支持体（無機層）に貼り合わせてなる積層体を提案し
た（特許文献１～３）。
【０００６】
　高分子フィルムは元来、柔軟な素材であり、多少の伸縮や曲げ伸ばしに支障はない。一
方で高分子フィルム上に形成された電子デバイスは、多くの場合、無機物からなる導電体
、半導体、を所定のパターンにて組み合わせた微細な構造を有しており、微小な伸縮や曲
げ伸ばしといったストレスによって、その構造は破壊され、デバイスとしての特性は損な
われてしまう。かかるストレスは、電子デバイスを高分子フィルムごと、無機基板から剥
離するときに生じやすい。
　そこで本発明者らは、さらに改良を重ね、カップリング剤処理を行った無機基板に、部
分的に不活性化処理を行い、カップリング剤の活性度の高い部分と低い部分を形成し、高
分子フィルムを貼り合わせた際に、比較的剥離しにくい良接着部分と、比較的剥離しやす
い易剥離部とを作り、易剥離部に電子デバイスを形成し、高分子フィルムの易剥離部／良
接着部との境目に切り込みを入れて、易剥離部のみを剥離することにより、電子デバイス
に与えるストレスを減じた状態にて剥離可能とする技術を提案した（特許文献４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－２８３２６２号公報
【特許文献２】特開２０１１－１１４５５号公報
【特許文献３】特開２０１１－２４５６７５号公報
【特許文献４】特開２０１３－０１０３４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した特許文献１～４に記載の積層体によれば、所謂接着剤、粘着剤的な要素を用い
ることなく、高分子フィルムと無機基板との貼り合わせが可能となり、さらにその積層体
は薄膜デバイスを製作するに必要な高温に暴露されても、高分子フィルムの剥離は生じな
い。従って当該積層体を、従来のガラス板やシリコンウエハなどの無機物の基板上に直接
電子デバイスを形成するプロセスに供することが可能となる。しかし、かかる技術におい
ても、無機基板の大きさが、ある範囲を超えて大きくなった場合には、工業生産上の問題
点が顕在化してくることを本願発明者らは見出した。
【０００９】
　長尺あるいは大面積の高分子フィルムには、一般にボーイングと呼ばれるフィルム幅方
向での物性の不均一性が内在する。これは、フィルムの幅方向中央部の変形が幅方向端部
の変形に比べて先行する、ないし、フィルムの幅方向中央部の変形が幅方向端部の変形に
比べて遅延するため、フィルム内部に歪が残る現象である。かかる歪はボーイング歪と呼
ばれる。
【００１０】
　ボーイング歪は、たとえば、フィルムの熱収縮率の異方性、線膨張係数の異方性という
形で発現する。かかる異方性は無機基板のサイズが小さい場合、すなわち高分子フィルム
のサイズが小さい場合にはさほど大きな問題にはならない。しかし、特に無機基板のサイ
ズが大きくなった場合、具体的には長方形状で一辺７００ｍｍを越える大きさになった場
合には問題として顕在化する。例えば、電子デバイスの加工時の高温暴露等により、無機
基板／高分子フィルム積層体の高分子フィルム部分に伸縮、収縮が生じ、そのために積層
体全体に反りが発生する。加熱による伸縮、収縮が均質な場合、反り自体は十分に予見可
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能であるため、実際の製造工程では、あらかじめ反り量を想定して、条件設定とハンドリ
ング方式を決めることが出来る。しかし、実際にはボーイング現象のため、伸縮、収縮は
均質ではなく異方性を持ち、しかもその異方性が特定の方向に偏っているため、ヒネリや
ネジレを伴う、予想しがたい変形を生じる結果となる。
【００１１】
　本発明が目的とするフレキシブル電子デバイスの加工においては、印刷技術、フォトリ
ソグラフ技術などを高度に組み合わせた高精細なデバイス加工技術が求められる。通常、
このような高精細な加工は極めて高いクリーン度を有する環境下にて、極力人手を廃し、
自動搬送装置を用いて行われる。ここで必要になるのが無機基板／高分子フィルム積層体
の平坦性である。ネジレを伴う複雑に変形した積層体では、自動搬送上の問題が多く、開
口部にて引っかかったり、あるいは基板面が機器の一部に接触したり、ないしは、減圧吸
着がうまく出来ない、液状レジスト材料の塗布均一性が阻害される、露光時に焦点が合わ
ない等々、多くの問題が生じ目的とする高精細加工を行うことが困難となる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　以上、高分子フィルムを無機基板に仮固定してデバイス加工を行い、無機基板から高分
子フィルムを剥離することによりフレキシブル電子デバイスを製造する方法について述べ
てきた。かかる高分子フィルムを仮固定して加工する手法は、フレキシブル電子デバイス
を製作する方法としては優れた手法である。しかし、特に無機基板のサイズが大きくなっ
た場合にはフィルムのボーイング現象による歪みの不均質の影響により、高精細な加工が
困難になる。
　本発明者らは前記課題を解決するために鋭意検討した結果、高分子フィルムを複数に分
割して無機基板と貼り合わせることにより、かかる課題を解決する方法を見出し、大面積
基板においても、高精細な電子デバイスを生産可能となることを見出し、本発明を完成し
た。
【００１３】
　すなわち本発明は以下の構成からなる。
（１）無機基板に高分子フィルムを接着して多層基板とし、該多層基板の該高分子フィル
ム上に電子デバイスを形成した後に該高分子フィルムを該無機基板から剥離するフレキシ
ブル電子デバイスの製造方法において、該無機基板に該高分子フィルムを少なくとも２以
上の区画に分割して接着することを特徴とする、フレキシブル電子デバイスの製造方法。
（２）前記高分子フィルムの厚さが１２μｍ以上、ヤング率が６GPa以上であり、４００
℃１時間加熱時の収縮率が０．５％以下であることを特徴とする（１）に記載のフレキシ
ブル電子デバイスの製造方法。
（３）前記無機基板が、面積４９００ｃｍ２以上、少なくとも短辺側が７００ｍｍ以上の
実質的に長方形であることを特徴とする（１）または（２）に記載のフレキシブル電子デ
バイスの製造方法。
（４）前記無機基板と前記高分子フィルムとの張貼り合わせが、表面活性化処理した無機
基板と、表面活性化処理した高分子フィルムとを加熱・加圧することによって行われ（１
）～（３）のいずれかに記載のフレキシブル電子デバイスの製造方法。
（５）前記無機基板と前記高分子フィルムとの貼り合わせに、厚さが５μｍ以下の粘着剤
ないし接着剤を用いることを特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載のフレキシブル
電子デバイスの製造方法。
（６）少なくとも下記（Ｉ）～（Ｖ）の工程を含む（１）～（５）のいずれかに記載のフ
レキシブル電子デバイスの製造方法。
　(Ｉ) 一枚の保護フィルムに、少なくとも２以上の区画に分割された高分子フィルムを
貼り合わせ多層積層フィルムを得る工程、
（II） 無機基板と、前記多層積層フィルムの高分子フィルム側とを接着し、多層基板を
得る工程
（III） 前記多層基板から保護フィルムを剥離する工程
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（IV）多層基板の高分子フィルム上に電子デバイスを形成する工程
（Ｖ） 多層基板から高分子フィルムを剥離する工程
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、高分子フィルムを複数の区画に分割して無機基板に貼り合わせることによ
って積層体を得る。高分子フィルムを分割することにより高分子フィルムの熱変形（主に
は伸縮、収縮）、の緩衝領域得ることが出来る。また複数に分割したフィルムを無作為に
、あるいは、ある程度予想される伸縮、収縮の絶対量と方向が打ち消し合うように配列し
て貼り合わせることにより、積層体の加熱による変形を抑制、あるいは望む形に変形する
ように誘導することが可能となる。
　本発明では、無機基板と略同一のサイズ、ないし幅を有する保護フィルムに、高分子フ
ィルムを適宜配列して仮合わせした積層フィルムとし、かかる積層フィルムの高分子フィ
ルム側を、無機基板に貼り合わせることにより、貼り合わせの工程を省力化することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】高分子フィルムの分割例１。
【図２】高分子フィルムの分割例２。
【図３】高分子フィルムの分割例３。
【図４】高分子フィルムの分割例４。
【図５】無機基板、粘着剤、高分子フィルムの配置例１。
【図６】無機基板、粘着剤、高分子フィルムの配置例２。
【図７】保護フィルムと高分子フィルムの貼り付け例。
【図８】保護フィルムへの高分子フィルム分割貼り付け工程。
【図９】保護フィルム／高分子フィルム貼り合わせ品を無機基板に貼り付ける工程。
【図１０】保護フィルムを剥離して、高分子フィルム／粘着剤／無機基板からなる積層体
とする工程。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明のフレキシブル電子デバイスの製造方法は、無機基板、高分子フィルム、必要に
応じて用いられる保護フィルム、無機基板と高分子フィルムの接着手段、高分子フィルム
面への電子デバイスの形成手段、高分子フィルムの剥離手段から構成される。
【００１７】
＜無機基板＞
　本発明においては高分子フィルムの支持体として無機基板を用いる。無機基板とは無機
物からなる基板として用いることのできる板状のものであればよく、例えば、ガラス板、
セラミック板、半導体ウエハ、金属等を主体としているもの、および、これらガラス板、
セラミック板、シリコンウエハ、金属の複合体として、これらを積層したもの、これらが
分散されているもの、これらの繊維が含有されているものなどが挙げられる。
【００１８】
　前記ガラス板としては、石英ガラス、高ケイ酸ガラス（９６％シリカ）、ソーダ石灰ガ
ラス、鉛ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス（パイレックス（登録商
標））、ホウケイ酸ガラス（無アルカリ）、ホウケイ酸ガラス（マイクロシート）、アル
ミノケイ酸塩ガラス等が含まれる。これらの中でも、線膨張係数が５ｐｐｍ／Ｋ以下のも
のが望ましく、市販品であれば、液晶用ガラスであるコーニング社製の「コーニング（登
録商標）７０５９」や「コーニング（登録商標）１７３７」、「ＥＡＧＬＥ」、旭硝子社
製の「ＡＮ１００」、日本電気硝子社製の「ＯＡ１０」、ＳＣＨＯＴＴ社製の「ＡＦ３２
」などが望ましい。
【００１９】
　前記セラミック板としては、Ａｌ２Ｏ３、Ｍｕｌｌｉｔｅ、ＡｌＮ、ＳｉＣ、Ｓｉ３Ｎ
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４、ＢＮ、結晶化ガラス、Ｃｏｒｄｉｅｒｉｔｅ、Ｓｐｏｄｕｍｅｎｅ、Ｐｂ－ＢＳＧ+
ＣａＺｒＯ３+Ａｌ２Ｏ３、Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚｅｄ　ｇｌａｓｓ＋Ａｌ２Ｏ３、Ｃｒ
ｙｓｔａｌｌｉｚｅｄ　Ｃａ－ＢＳＧ、ＢＳＧ＋Ｑｕａｒｔｚ、ＢＳＧ＋Ｑｕａｒｔｚ、
ＢＳＧ＋Ａｌ２Ｏ３、Ｐｂ＋ＢＳＧ＋Ａｌ２Ｏ３、Ｇｌａｓｓ－ｃｅｒａｍｉｃ、ゼロデ
ュア材などの基板用セラミックス、ＴｉＯ２、チタン酸ストロンチウム、チタン酸カルシ
ウム、チタン酸マグネシウム、アルミナ、ＭｇＯ、ステアタイト、ＢａＴｉ４Ｏ９、Ｂａ
ＴｉＯ３、ＢａＴｉ4＋ＣａＺｒＯ3、ＢａＳｒＣａＺｒＴｉＯ3、Ｂａ（ＴｉＺｒ）Ｏ3、
ＰＭＮ－ＰＴやＰＦＮ－ＰＦＷなどのキャパシター材料、ＰｂＮｂ2Ｏ6、Ｐｂ0.5Ｂｅ0.5
Ｎｂ2Ｏ6、ＰｂＴｉＯ3、ＢａＴｉＯ3、ＰＺＴ、０．８５５ＰＺＴ－９５ＰＴ－０．５Ｂ
Ｔ、０．８７３ＰＺＴ－０．９７ＰＴ－０．３ＢＴ、ＰＬＺＴなどの圧電材料が含まれる
。
【００２０】
　前記半導体ウエハとしては、シリコンウエハ、半導体ウエハ、化合物半導体ウエハ等を
用いることができ、シリコンウエハとしては単結晶ないし多結晶のシリコンを薄板上に加
工した物であり、ｎ型或はｐ型にドーピングされたシリコンウエハ、イントリンシックシ
リコンウエハ等の全てが含まれ、また、シリコンウエハの表面に酸化シリコン層や各種薄
膜が堆積されたシリコンウエハも含まれ、シリコンウエハ以外にも、ゲルマニウム、シリ
コン－ゲルマニウム、ガリウム－ヒ素、アルミニウム－ガリウム－インジウム、窒素－リ
ン－ヒ素－アンチモン、ＳｉＣ、ＩｎＰ（インジウム燐）、ＩｎＧａＡｓ、ＧａＩｎＮＡ
ｓ、ＬＴ、ＬＮ、ＺｎＯ(酸化亜鉛)やＣｄＴｅ(カドミウムテルル)、ＺｎＳｅ(セレン化
亜鉛) などの半導体ウエハ、化合物半導体ウエハなどを用いることが出来る。
【００２１】
　前記金属としては、Ｗ、Ｍｏ、Ｐｔ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ａｕといった単一元素金属、インコ
ネル、モネル、ニモニック、炭素銅、Ｆｅ－Ｎｉ系インバー合金、スーパーインバー合金
、といった合金等が含まれる。また、これら金属に、他の金属層、セラミック層を付加し
てなる多層金属板も含まれる。この場合、付加層との全体のＣＴＥが低ければ、主金属層
にＣｕ、Ａｌなども用いられる。付加金属層として使用される金属としては、ポリイミド
フィルムとの密着性を強固にするもの、拡散がないこと、耐薬品性や耐熱性が良いこと等
の特性を有するものであれば限定されるものではないが、クロム、ニッケル、ＴｉＮ、Ｍ
ｏ含有Ｃｕが好適な例として挙げられる。
【００２２】
　前記無機基板の平面部分は、充分に平坦である事が望ましい。具体的には、表面荒さＲ
ａが１０nm以下、好ましくは３ｎｍ以下、さらには０．９nm以下であることが好ましい。
また、表面粗さのＰ－Ｖ値が５０ｎｍ以下、より好ましくは２０ｎｍ以下、さらに好まし
くは５ｎｍ以下である。これより粗いと、高分子フィルムと無機基板との接着強度が不充
分となる場合がある。
　前記無機基板の厚さは特に制限されないが、取り扱い性の観点より１０ｍｍ以下の厚さ
が好ましく、３ｍｍ以下がなお好ましく、１．３ｍｍ以下がなお好ましい。厚さの加減に
ついては特に制限されないが、０．０７ｍｍ以上、好ましくは０．１５ｍｍ以上、なお好
ましくは０．３ｍｍ以上が好ましく用いられる。
【００２３】
　本発明における無機基板としては、望ましくは、少なくとも面積が４９００ｃｍ２以上
のサイズを対象とする。本発明の無機基板は、少なくとも短辺側が７００ｍｍ以上の実質
的に長方形であることが好ましい。本発明において好ましい無機基板面積は５０００ｃｍ
２ 以上であり、さらに１００００ｃｍ２ 以上、なおさらに１８０００ｃｍ２ 以上が好
ましい。また本発明を好ましく適応出来る長方形の短辺側長さは　７３０ｍｍ以上であり
、８４０ｍｍ以上がさらに好ましく、なおさらに好ましいのは１０００ｍｍ以上である。
　なお、ここで「実質的に長方形」とは長方形の角のＲ、切り欠き、ノッチ、オリフラな
どがあることを許容することを意味する。本発明ではフラットパネルディスプレイ業界に
於いて第４世代と呼ばれる、６８０×８８０ｍｍないし７３０×９２０ｍｍのガラス基板
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、第５世代と呼ばれる、１０００×１２００ｍｍ　１１００×１２５０ｍｍ　１３００×
１５００ｍｍのガラス基板、第６世代と呼ばれる１３７０×１６７０ｍｍないし１５００
×１８００ｍｍのガラス基板、第７世代と呼ばれる１８７０×２２００ｍｍのガラス基板
、第８世代と呼ばれる、２１６０×２４６０ｍｍないし２２００×２５００ｍｍのガラス
基板、第９世代と呼ばれる２４００×２８００ｍｍのガラス基板、第１０世代と呼ばれる
、２，８８０×３，１３０ｍｍのガラス基板、第１１世代と呼ばれる、３，３２０×３，
０００ｍｍのガラス基板、ないしはそれ以上のサイズを有するガラス基板にも適用される
。ただし本発明は、ここに例示した面積、サイズ、長方形の短辺長さより小さいサイズの
無機基板への適用を制限されるものではない。
【００２４】
＜高分子フィルム＞
　本発明における高分子フィルムとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、全芳香族
ポリエステル、その他の共重合ポリエステル、ポリメチルメタクリレート、その他の共重
合アクリレート、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリスルフォン、ポリエーテルスルフ
ォン、ポリエーテルケトン、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、芳香族ポリイミド
、脂環族ポリイミド、フッ素化ポリイミド、酢酸セルロース、硝酸セルロース、芳香族ポ
リアミド、ポリ塩化ビニル、ポリフェノール、ポリアリレート、ポリフェニレンスルフィ
ド、ポリフェニレンオキシド、ポリスチレン等のフィルムを用いることが出来る。本発明
において特に効果が顕著・有用であるものは耐熱性が１００℃以上の高分子、所謂エンジ
ニアリングプラスチックのフィルムである。ここに耐熱性とはガラス転移温度ないしは熱
変形温度を云う。
【００２５】
　本発明の高分子フィルムのヤング率（弾性率）は６ＧＰａ以上であることが好ましく、
より好ましくは７．４ＧＰａ以上、さらに好ましくは８．２ＧＰａ以上、なおさらには９
．１ＧＰａ以上であることが好ましい。ここに、ヤング率は引っ張りで求めるヤング率で
ある。ヤング率がこの範囲に満たない場合、無機基板から高分子フィルムを剥離する際に
、高分子フィルムの伸びが大となり、電子デバイスが破壊される可能性が高くなる。
　本発明において、ヤング率の上限は特に限定されないが、現実的には１５ＧＰａ程度で
ある。ヤング率が高すぎる素材は、フィルムが脆く、割れやすくなることが多いため、フ
レキシブル電子デバイス用の基材としては適切でない。
【００２６】
　本発明の高分子フィルムの厚さの下限は特に限定されないが、電子デバイスの基材とし
ての最低限の機械的強度を維持するために、４．５μｍ以上が好ましい。本発明では１２
μｍ以上がなお好ましく、さらには２４μｍ以上が好ましく、なおさらには４５μｍ以上
が好ましい。高分子フィルムの厚さの上限は特に制限されないが、フレキシブル電子デバ
イスとしての要求より２５０μｍ以下であることが好ましく、さらに１５０μｍ以下、な
おさらには９０μｍ以下が好ましい。
【００２７】
　本発明で特に好ましく用いられる高分子フィルムはポリイミドフィルムであり、芳香族
ポリイミド、脂環族ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミドなどを用いるこ
とが出来る。本発明を特にフレキシブルディスプレイ素子製造に用いる場合には、無色透
明性を有するポリイミド系樹脂フィルムを用いることが好ましいが、反射型、ないし自発
光型のディスプレイの背面素子を形成する場合においては、特にこの限りではない。
【００２８】
　一般にポリイミドフィルムは、溶媒中でジアミン類とテトラカルボン酸類とを反応させ
て得られるポリアミド酸（ポリイミド前駆体）溶液を、ポリイミドフィルム作製用支持体
に塗布、乾燥してグリーンフィルム（「前駆体フィルム」または「ポリアミド酸フィルム
」ともいう）となし、さらにポリイミドフィルム作製用支持体上で、あるいは該支持体か
ら剥がした状態でグリーンフィルムを高温熱処理して脱水閉環反応を行わせることによっ
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て得られる。
【００２９】
　ポリアミド酸を構成するジアミン類としては、特に制限はなく、ポリイミド合成に通常
用いられる芳香族ジアミン類、脂肪族ジアミン類、脂環式ジアミン類等を用いることがで
きる。耐熱性の観点からは、芳香族ジアミン類が好ましく、芳香族ジアミン類の中では、
ベンゾオキサゾール構造を有する芳香族ジアミン類がより好ましい。ベンゾオキサゾール
構造を有する芳香族ジアミン類を用いると、高い耐熱性とともに、高弾性率、低熱収縮性
、低線膨張係数を発現させることが可能になる。ジアミン類は、単独で用いてもよいし二
種以上を併用してもよい。
【００３０】
　ベンゾオキサゾール構造を有する芳香族ジアミン類としては、特に限定はなく、例えば
、５－アミノ－２－（ｐ－アミノフェニル）ベンゾオキサゾール、６－アミノ－２－（ｐ
－アミノフェニル）ベンゾオキサゾール、５－アミノ－２－（ｍ－アミノフェニル）ベン
ゾオキサゾール、６－アミノ－２－（ｍ－アミノフェニル）ベンゾオキサゾール、２，２
'－ｐ－フェニレンビス（５－アミノベンゾオキサゾール）、２，２'－ｐ－フェニレンビ
ス（６－アミノベンゾオキサゾール）、１－（５－アミノベンゾオキサゾロ）－４－（６
－アミノベンゾオキサゾロ）ベンゼン、２，６－（４，４'－ジアミノジフェニル）ベン
ゾ［１，２－ｄ：５，４－ｄ'］ビスオキサゾール、２，６－（４，４'－ジアミノジフェ
ニル）ベンゾ［１，２－ｄ：４，５－ｄ'］ビスオキサゾール、２，６－（３，４'－ジア
ミノジフェニル）ベンゾ［１，２－ｄ：５，４－ｄ'］ビスオキサゾール、２，６－（３
，４'－ジアミノジフェニル）ベンゾ［１，２－ｄ：４，５－ｄ'］ビスオキサゾール、２
，６－（３，３'－ジアミノジフェニル）ベンゾ［１，２－ｄ：５，４－ｄ'］ビスオキサ
ゾール、２，６－（３，３'－ジアミノジフェニル）ベンゾ［１，２－ｄ：４，５－ｄ'］
ビスオキサゾール等が挙げられる。
【００３１】
　上述したベンゾオキサゾール構造を有する芳香族ジアミン類以外の芳香族ジアミン類と
しては、例えば、２，２'－ジメチル－４，４'－ジアミノビフェニル、１，４－ビス［２
－（４－アミノフェニル）－２－プロピル］ベンゼン（ビスアニリン）、１，４－ビス（
４－アミノ－２－トリフルオロメチルフェノキシ）ベンゼン、２，２'－ジトリフルオロ
メチル－４，４'－ジアミノビフェニル、４，４'－ビス（４－アミノフェノキシ）ビフェ
ニル、４，４'－ビス（３－アミノフェノキシ）ビフェニル、ビス［４－（３－アミノフ
ェノキシ）フェニル］ケトン、ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］スルフィ
ド、ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］スルホン、２，２－ビス［４－（３
－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、２，２－ビス［４－（３－アミノフェノキシ
）フェニル］－１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン、ｍ－フェニレンジア
ミン、ｏ－フェニレンジアミン、ｐ－フェニレンジアミン、ｍ－アミノベンジルアミン、
ｐ－アミノベンジルアミン、３，３'－ジアミノジフェニルエーテル、３，４'－ジアミノ
ジフェニルエーテル、４，４'－ジアミノジフェニルエーテル、３，３'－ジアミノジフェ
ニルスルフィド、３，３'－ジアミノジフェニルスルホキシド、３，４'－ジアミノジフェ
ニルスルホキシド、４，４'－ジアミノジフェニルスルホキシド、３，３'－ジアミノジフ
ェニルスルホン、３，４'－ジアミノジフェニルスルホン、４，４'－ジアミノジフェニル
スルホン、３，３'－ジアミノベンゾフェノン、３，４'－ジアミノベンゾフェノン、４，
４'－ジアミノベンゾフェノン、３，３'－ジアミノジフェニルメタン、３，４'－ジアミ
ノジフェニルメタン、４，４'－ジアミノジフェニルメタン、ビス［４－（４－アミノフ
ェノキシ）フェニル］メタン、１，１－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］
エタン、１，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］エタン、１，１－ビス
［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、１，２－ビス［４－（４－アミノ
フェノキシ）フェニル］プロパン、１，３－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニ
ル］プロパン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、１，
１－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ブタン、１，３－ビス［４－（４－
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アミノフェノキシ）フェニル］ブタン、１，４－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フ
ェニル］ブタン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ブタン、２，
３－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ブタン、２－［４－（４－アミノフ
ェノキシ）フェニル］－２－［４－（４－アミノフェノキシ）－３－メチルフェニル］プ
ロパン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）－３－メチルフェニル］プロパン
、２－［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］－２－［４－（４－アミノフェノキシ
）－３，５－ジメチルフェニル］プロパン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ
）－３，５－ジメチルフェニル］プロパン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ
）フェニル］－１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン、１，４－ビス（３－
アミノフェノキシ）ベンゼン、１，３－ビス（３－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，４
－ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン、４，４'－ビス（４－アミノフェノキシ）ビ
フェニル、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ケトン、ビス［４－（４－ア
ミノフェノキシ）フェニル］スルフィド、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル
］スルホキシド、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］スルホン、ビス［４－
（３－アミノフェノキシ）フェニル］エーテル、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フ
ェニル］エーテル、１，３－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）ベンゾイル］ベンゼン
、１，３－ビス［４－（３－アミノフェノキシ）ベンゾイル］ベンゼン、１，４－ビス［
４－（３－アミノフェノキシ）ベンゾイル］ベンゼン、４，４'－ビス［（３－アミノフ
ェノキシ）ベンゾイル］ベンゼン、１，１－ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニ
ル］プロパン、１，３－ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、３，
４'－ジアミノジフェニルスルフィド、２，２－ビス［３－（３－アミノフェノキシ）フ
ェニル］－１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン、ビス［４－（３－アミノ
フェノキシ）フェニル］メタン、１，１－ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル
］エタン、１，２－ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］エタン、ビス［４－
（３－アミノフェノキシ）フェニル］スルホキシド、４，４'－ビス［３－（４－アミノ
フェノキシ）ベンゾイル］ジフェニルエーテル、４，４'－ビス［３－（３－アミノフェ
ノキシ）ベンゾイル］ジフェニルエーテル、４，４'－ビス［４－（４－アミノ－α，α
－ジメチルベンジル）フェノキシ］ベンゾフェノン、４，４'－ビス［４－（４－アミノ
－α，α－ジメチルベンジル）フェノキシ］ジフェニルスルホン、ビス［４－｛４－（４
－アミノフェノキシ）フェノキシ｝フェニル］スルホン、１，４－ビス［４－（４－アミ
ノフェノキシ）フェノキシ－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、１，３－ビス［４－
（４－アミノフェノキシ）フェノキシ－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、１，３－
ビス［４－（４－アミノ－６－トリフルオロメチルフェノキシ）－α，α－ジメチルベン
ジル］ベンゼン、１，３－ビス［４－（４－アミノ－６－フルオロフェノキシ）－α，α
－ジメチルベンジル］ベンゼン、１，３－ビス［４－（４－アミノ－６－メチルフェノキ
シ）－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、１，３－ビス［４－（４－アミノ－６－シ
アノフェノキシ）－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、３，３'－ジアミノ－４，４'
－ジフェノキシベンゾフェノン、４，４'－ジアミノ－５，５'－ジフェノキシベンゾフェ
ノン、３，４'－ジアミノ－４，５'－ジフェノキシベンゾフェノン、３，３'－ジアミノ
－４－フェノキシベンゾフェノン、４，４'－ジアミノ－５－フェノキシベンゾフェノン
、３，４'－ジアミノ－４－フェノキシベンゾフェノン、３，４'－ジアミノ－５'－フェ
ノキシベンゾフェノン、３，３'－ジアミノ－４，４'－ジビフェノキシベンゾフェノン、
４，４'－ジアミノ－５，５'－ジビフェノキシベンゾフェノン、３，４'－ジアミノ－４
，５'－ジビフェノキシベンゾフェノン、３，３'－ジアミノ－４－ビフェノキシベンゾフ
ェノン、４，４'－ジアミノ－５－ビフェノキシベンゾフェノン、３，４'－ジアミノ－４
－ビフェノキシベンゾフェノン、３，４'－ジアミノ－５'－ビフェノキシベンゾフェノン
、１，３－ビス（３－アミノ－４－フェノキシベンゾイル）ベンゼン、１，４－ビス（３
－アミノ－４－フェノキシベンゾイル）ベンゼン、１，３－ビス（４－アミノ－５－フェ
ノキシベンゾイル）ベンゼン、１，４－ビス（４－アミノ－５－フェノキシベンゾイル）
ベンゼン、１，３－ビス（３－アミノ－４－ビフェノキシベンゾイル）ベンゼン、１，４
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－ビス（３－アミノ－４－ビフェノキシベンゾイル）ベンゼン、１，３－ビス（４－アミ
ノ－５－ビフェノキシベンゾイル）ベンゼン、１，４－ビス（４－アミノ－５－ビフェノ
キシベンゾイル）ベンゼン、２，６－ビス［４－（４－アミノ－α，α－ジメチルベンジ
ル）フェノキシ］ベンゾニトリル、および上記芳香族ジアミンの芳香環上の水素原子の一
部もしくは全てが、ハロゲン原子、炭素数１～３のアルキル基またはアルコキシル基、シ
アノ基、またはアルキル基またはアルコキシル基の水素原子の一部もしくは全部がハロゲ
ン原子で置換された炭素数１～３のハロゲン化アルキル基またはアルコキシル基で置換さ
れた芳香族ジアミン等が挙げられる。
【００３２】
　前記脂肪族ジアミン類としては、例えば、１，２－ジアミノエタン、１，４－ジアミノ
ブタン、１，５－ジアミノペンタン、１，６－ジアミノヘキサン、１，８－ジアミノオク
タン等が挙げられる。
　前記脂環式ジアミン類としては、例えば、１，４－ジアミノシクロヘキサン、４，４'
－メチレンビス（２，６－ジメチルシクロヘキシルアミン）等が挙げられる。
　芳香族ジアミン類以外のジアミン（脂肪族ジアミン類および脂環式ジアミン類）の合計
量は、全ジアミン類の２０質量％以下が好ましく、より好ましくは１０質量％以下、さら
に好ましくは５質量％以下である。換言すれば、芳香族ジアミン類は全ジアミン類の８０
質量％以上が好ましく、より好ましくは９０質量％以上、さらに好ましくは９５質量％以
上である。
【００３３】
　ポリアミド酸を構成するテトラカルボン酸類としては、ポリイミド合成に通常用いられ
る芳香族テトラカルボン酸類（その酸無水物を含む）、脂肪族テトラカルボン酸類（その
酸無水物を含む）、脂環族テトラカルボン酸類（その酸無水物を含む）を用いることがで
きる。中でも、芳香族テトラカルボン酸無水物類、脂環族テトラカルボン酸無水物類が好
ましく、耐熱性の観点からは芳香族テトラカルボン酸無水物類がより好ましく、光透過性
の観点からは脂環族テトラカルボン酸類がより好ましい。これらが酸無水物である場合、
分子内に無水物構造は１個であってもよいし２個であってもよいが、好ましくは２個の無
水物構造を有するもの（二無水物）がよい。テトラカルボン酸類は単独で用いてもよいし
、二種以上を併用してもよい。
【００３４】
　脂環族テトラカルボン酸類としては、例えば、シクロブタンテトラカルボン酸、１，２
，４，５－シクロヘキサンテトラカルボン酸、３，３'，４，４'－ビシクロヘキシルテト
ラカルボン酸等の脂環族テトラカルボン酸、およびこれらの酸無水物が挙げられる。これ
らの中でも、２個の無水物構造を有する二無水物（例えば、シクロブタンテトラカルボン
酸二無水物、１，２，４，５－シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物、３，３'，４
，４'－ビシクロヘキシルテトラカルボン酸二無水物等）が好適である。なお、脂環族テ
トラカルボン酸類は単独で用いてもよいし、二種以上を併用してもよい。
　脂環式テトラカルボン酸類は、透明性を重視する場合には、例えば、全テトラカルボン
酸類の８０質量％以上が好ましく、より好ましくは９０質量％以上、さらに好ましくは９
５質量％以上である。
【００３５】
　芳香族テトラカルボン酸類としては、特に限定されないが、ピロメリット酸残基（すな
わちピロメリット酸由来の構造を有するもの）であることが好ましく、その酸無水物であ
ることがより好ましい。このような芳香族テトラカルボン酸類としては、例えば、ピロメ
リット酸二無水物、３，３'，４，４'－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、４，４'
－オキシジフタル酸二無水物、３，３'，４，４'－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無
水物、３，３'，４，４'－ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、２，２－ビス
［４－（３，４－ジカルボキシフェノキシ）フェニル］プロパン酸無水物等が挙げられる
。
　芳香族テトラカルボン酸類は、耐熱性を重視する場合には、例えば、全テトラカルボン
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酸類の８０質量％以上が好ましく、より好ましくは９０質量％以上、さらに好ましくは９
５質量％以上である。
【００３６】
　本発明のポリイミドフィルムは、ガラス転移温度が２５０℃以上、好ましくは３００℃
以上、さらに好ましくは３５０℃以上であり、あるいは５００℃以下の領域においてガラ
ス転移点が観測されないことが好ましい。本発明におけるガラス転移温度は、示差熱分析
（ＤＳＣ）により求めるものである。
【００３７】
　本発明の高分子フィルムの線膨張係数（ＣＴＥ）は、好ましくは、－５ｐｐｍ／Ｋ～＋
２０ｐｐｍ／Ｋであり、より好ましくは－５ｐｐｍ／Ｋ～＋１５ｐｐｍ／Ｋであり、さら
に好ましくは１ｐｐｍ／Ｋ～＋１０ｐｐｍ／Ｋである。ＣＴＥが前記範囲であると、一般
的な支持体との線膨張係数の差を小さく保つことができ、熱を加えるプロセスに供しても
ポリイミドフィルムと無機物からなる支持体とが剥がれることを回避できる。
【００３８】
　本発明における高分子フィルムの破断強度は、６０ＭＰａ以上、好ましくは１２０ＭＰ
以上、さらに好ましくは２４０ＭＰａ以上である。破断強度の上限に制限は無いが、事実
上１０００ＭＰａ程度未満である。なお、ここで前記高分子フィルムの破断強度とは、高
分子フィルムのタテ方向とヨコ方向の平均値をさす。
【００３９】
　本発明の高分子フィルムの熱収縮率は、４００℃１時間加熱時において０．５％以下で
あることが好ましい。かかる特性は、ポリイミドフィルムの原料の内、テトラカルボン酸
二無水物としてピロメリット酸を５０mol％以上用い、同時にパラフェニレンジアミンな
いしベンゾオキサゾール構造を有するジアミンを５０mol％以上用いるか、あるいは、芳
香環を１ないし２有するテトラカルボン酸無水物と、ジアミン成分としてパラフェニレン
ジアミンを８５mol%以上使用することにより得ることができる。
【００４０】
　本発明における高分子フィルムの厚さ斑は、２０％以下であることが好ましく、より好
ましくは１２％以下、さらに好ましくは７％以下、特に好ましくは４％以下である。厚さ
斑が２０％を超えると、狭小部へ適用し難くなる傾向がある。なお、フィルムの厚さ斑は
、例えば接触式の膜厚計にて被測定フィルムから無作為に１０点程度の位置を抽出してフ
ィルム厚を測定し、下記式に基づき求めることができる。
　フィルムの厚さ斑（％）
　＝１００×（最大フィルム厚－最小フィルム厚）÷平均フィルム厚
【００４１】
　高分子フィルムにおいては、ハンドリング性および生産性を確保する為、フィルム中に
滑材（粒子）を添加・含有させて、高分子ドフィルム表面に微細な凹凸を付与して滑り性
を確保することが好ましい。前記滑材（粒子）とは、好ましくは無機物からなる微粒子で
あり、金属、金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化物、金属酸塩、リン酸塩、炭酸塩、タ
ルク、マイカ、クレイ、その他粘土鉱物、等からなる粒子を用いることができる。好まし
くは、酸化珪素、リン酸カルシウム、リン酸水素カルシウム、リン酸二水素カルシウム、
ピロリン酸カルシウム、ヒドロキシアパタイト、炭酸カルシウム、ガラスフィラーなどの
金属酸化物、リン酸塩、炭酸塩を用いることができる。滑材は１種のみであってもよいし
、２種以上であってもよい。
【００４２】
　前記滑材（粒子）の体積平均粒子径は、通常０．００１～１０μｍであり、好ましくは
０．０３～２．５μｍ、より好ましくは０．０５～０．７μｍ、さらに好ましくは０．０
５～０．３μｍである。かかる体積平均粒子径は光散乱法で得られる測定値を基準とする
。粒子径が下限より小さいと高分子フィルムの工業的生産が困難となり、また上限を超え
ると表面の凹凸が大きくなりすぎて貼り付け強度が弱くなり、実用上の支障が出る虞があ
る。
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【００４３】
　前記滑材の添加量は、高分子フィルム中の高分子成分に対する添加量として、０．０２
～５質量％であり、好ましくは０．０４～１質量％、より好ましくは０．０８～０．４質
量％である。滑材の添加量が少なすぎると滑材添加の効果が期待し難く、滑り性の確保が
それほどなく高分子フィルム製造に支障をきたす場合があり、多すぎると、フィルムの表
面凹凸が大きくなり過ぎて、滑り性の確保が見られても平滑性の低下を招いたり、高分子
フィルムの破断強度や破断伸度の低下を招いたり、ＣＴＥの上昇を招くなどの課題を招く
場合がある。
【００４４】
　高分子フィルムに滑材（粒子）を添加・含有させる場合、滑材が均一に分散した単層の
高分子フィルムとしてもよいが、例えば、一方の面が滑材を含有させた高分子フィルムで
構成され、他方の面が滑材を含有しないか含有していても滑材含有量が少量である高分子
フィルムで構成された多層の高分子フィルムとしてもよい。このような多層高分子のフィ
ルムにおいては、一方の層（フィルム）表面に微細な凹凸が付与されて該層（フィルム）
で滑り性を確保することができ、良好なハンドリング性や生産性を確保できる。
【００４５】
　多層高分子フィルムは、溶融延伸製膜法に製造されるフィルムの場合、例えばまず、滑
剤含有しない高分子フィルム原料を用いてフィルム化を行い、その工程途上に置いて少な
くともフィルムの片面に、滑剤を含有する樹脂層を塗布することにより得ることが出来る
。もちろん、この逆で、滑剤を含有する高分子フィルム原料を用いてフィルム化を行い、
その工程途上、ないし、フィルム化が完了した後に、滑剤を含有しない高分子フィルム原
料を塗布してフィルムを得ることも出来る。
　ポリイミドフィルムのような溶液製膜法を用いて得られる高分子フィルムの場合にも同
様で、例えば、ポリアミド酸溶液（ポリイミドの前駆体溶液）として、滑材（好ましくは
平均粒子径０．０５～２．５μｍ程度）をポリアミド酸溶液中のポリマー固形分に対して
０．０２質量％～５０質量％（好ましくは０．０４～３質量％、より好ましくは０．０８
～１。２質量％）含有したポリアミド酸溶液と、滑材を含有しないか又はその含有量が少
量（好ましくはポリアミド酸溶液中のポリマー固形分に対して０．０２質量％未満、より
好ましくは０．０１質量％未満）である２種のポリアミド酸溶液を用いて製造することが
できる。
【００４６】
　多層高分子フィルムの多層化（積層）方法は、両層の密着に問題が生じなければ、特に
限定されるものではなく、かつ接着剤層などを介することなく密着するものであればよい
。
　ポリイミドフィルムの場合、例えば、ｉ）一方のポリイミドフィルムを作製後、このポ
リイミドフィルム上に他方のポリアミド酸溶液を連続的に塗布してイミド化する方法、ｉ
ｉ）一方のポリアミド酸溶液を流延しポリアミド酸フィルムを作製後このポリアミド酸フ
ィルム上に他方のポリアミド酸溶液を連続的に塗布した後、イミド化する方法、ｉｉｉ）
共押し出しによる方法、ｉｖ）滑材を含有しないか又はその含有量が少量であるポリアミ
ド酸溶液で形成したフィルムの上に、滑材を多く含有するポリアミド酸溶液をスプレーコ
ート、Ｔダイ塗工などで塗布してイミド化する方法などを例示できる。本発明では、上記
ｉ）ないし上記ｉｉ）の方法を用いることが好ましい。
【００４７】
　多層の高分子フィルムにおける各層の厚さの比率は、特に限定されないが、滑材を多く
含有する高分子層を（ａ）層、滑材を含有しないか又はその含有量が少量である高分子層
を（ｂ）層とすると、（ａ）層／（ｂ）層は０．０５～０．９５が好ましい。（ａ）層／
（ｂ）層が０．９５を超えると（ｂ）層の平滑性が失われがちとなり、一方０．０５未満
の場合、表面特性の改良効果が不足し易滑性が失われることがある。
【００４８】
　本発明における高分子フィルムは、その製造時において幅が３００ｍｍ以上、長さが１
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０ｍ以上の長尺フィルムとして巻き取られた形態で得られるものが好ましく、巻取りコア
に巻き取られたロール状ポリイミドフィルムの形態のものがより好ましい。
【００４９】
＜保護フィルム＞
　本発明では必要に応じて保護フィルムを用いる事が出来る。保護フィルムは、文字通り
、主体となる被保護物を、汚染やキズから保護する役割を担う物であるが、本発明に於い
ては、さらに、分割された高分子フィルムをまとめ、無機基板と貼り合わせる工程を省力
化する働きを担う。
　本発明の保護フィルムは、基材フィルムと粘着剤からなる。基材フィルムとしては極一
般的なＰＥＴフィルム、ＰＥＮフィルム、ポリプロピレンフィルム、ナイロンフィルム等
の他、ＰＰＳフィルム、ＰＥＥＫフィルム、芳香族ポリアミドフィルム、ポリイミドフィ
ルム、ポリイミドベンザソールフィルム等の耐熱性スーパーエンジニアリングプラスチッ
クフィルムを用いることができる。
　本発明で好ましく用いられる保護フィルムの基材は、寸法安定性改善のためのアニール
処理を行ったＰＥＴフィルム、同じくアニール処理を行ったＰＥＮフィルム、ポリイミド
フィルムである。
　本発明の保護フィルムに用いられる粘着剤としては、シリコーン系、アクリル系、ポリ
ウレタン系、等など公知の粘着剤を用いることが出来る。本発明の保護フィルムは、フレ
キシブル電子デバイスの基材となる高分子フィルムのデバイス形成面を保護する。したが
って、粘着剤成分の転写が極少になるように、あるいは転写成分がドライ、ないしはウエ
ット洗浄にて簡単に除去できるタイプの粘着剤を使用することが好ましい。本発明では、
たとえば、冷却することによって粘着力が減じる性質を有する側鎖結晶性高分子を用いた
粘着剤を用いることができる。
【００５０】
＜無機基板と高分子フィルムの接着手段＞
　本発明において無機基板と高分子フィルムとの接着手段としては、シリコーン樹脂、エ
ポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂などの公知の接着剤、粘着剤を用いること
ができる。本発明では、たとえば、冷却することによって粘着力が減じる性質を有する側
鎖結晶性高分子を用いた粘着剤を用いることができる。
　本発明で好ましい接着手段は、厚さが５μｍ以下の、極薄い、接着・粘着層による接着
手段、ないしは、好ましくは実質的に接着剤・粘着剤を用いない、接着手段が好ましい。
　本発明では、無機基板側に、シランカップリング剤処理、ＵＶオゾン処理などの有機化
処理、活性化処理を行い、同様に高分子フィルム側にも真空プラズマ処理、大気圧プラズ
マ処理、コロナ処理、火炎処理、イトロ処理、ＵＶオゾン処理、活性ガスへの暴露処理な
どの活性化処理を行い、両処理面を密着させて加圧、加熱処理を行う接合方法を用いるこ
とができる。
【００５１】
＜シランカップリング剤＞
　本発明におけるシランカップリング剤は、仮支持体と高分子フィルムとの間に物理的な
いし化学的に介在し、両者間の接着力を高める作用を有する化合物を云う。
　シランカップリング剤の好ましい具体例としては、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－ア
ミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピル
トリメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリエトキシシラ
ン、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、
３－トリエトキシシリル－Ｎ－（１，３－ジメチル－ブチリデン）プロピルアミン、２－
（３，４－エポキシシクロへキシル）エチルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロ
ピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、３－グリ
シドキシプロピルトリエトキシシラン、ビニルトリクロルシラン、ビニルトリメトキシシ
ラン、ビニルトリエトキシシラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル)エチルトリ
メトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロ
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ピルメチルジエトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、ｐ－スチ
リルトリメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、３－メ
タクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルメチルジエトキ
シシラン、３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３－アクリロキシプロピル
トリメトキシシラン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－（ビ
ニルベンジル）－２－アミノエチル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン塩酸塩、３
－ウレイドプロピルトリエトキシシラン、３－クロロプロピルトリメトキシシラン、３－
メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラ
ン、ビス（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド、３－イソシアネートプロピ
ルトリエトキシシラン、トリス－（３－トリメトキシシリルプロピル）イソシアヌレート
、クロロメチルフェネチルトリメトキシシラン、クロロメチルトリメトキシシラン、アミ
ノフェニルトリメトキシシラン、アミノフェネチルトリメトキシシラン、アミノフェニル
アミノメチルフェネチルトリメトキシシラン、ヘキサメチルジシラザンなどが挙げられる
。
【００５２】
ｎ－プロピルトリメトキシシラン、ブチルトリクロロシラン、２－シアノエチルトリエト
キシシラン、シクロヘキシルトリクロロシラン、デシルトリクロロシラン、ジアセトキシ
ジメチルシラン、ジエトキシジメチルシラン、ジメトキシジメチルシラン、ジメトキシジ
フェニルシラン、ジメトキシメチルフェニルシラン、ドデシルリクロロシラン、ドデシル
トリメトキシラン、エチルトリクロロシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、オクタデシ
ルトリエトキシシラン、オクタデシルトリメトキシシラン、ｎ－オクチルトリクロロシラ
ン、ｎ－オクチルトリエトキシシラン、ｎ－オクチルトリメトキシシラン、トリエトキシ
エチルシラン、トリエトキシメチルシラン、トリメトキシメチルシラン、トリメトキシフ
ェニルシラン、ペンチルトリエトキシシラン、ペンチルトリクロロシラン、トリアセトキ
シメチルシラン、トリクロロヘキシルシラン、トリクロロメチルシラン、トリクロロオク
タデシルシラン、トリクロロプロピルシラン、トリクロロテトラデシルシラン、トリメト
キシプロピルシラン、アリルトリクロロシラン、アリルトリエトキシシラン、アリルトリ
メトキシシラン、ジエトキシメチルビニルシラン、ジメトキシメチルビニルシラン、トリ
クロロビニルシラン、トリエトキシビニルシラン、ビニルトリス（２－メトキシエトキシ
）シラン、トリクロロ－２－シアノエチルシラン、ジエトキシ（３－グリシジルオキシプ
ロピル）メチルシラン、３－グリシジルオキシプロピル（ジメトキシ）メチルシラン、３
－グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン、などを使用することもできる。
【００５３】
　かかるシランカップリング剤の中で、本発明にて好ましく用いられるシランカップリン
グ剤はカップリング剤の、一分子あたりに一個の珪素原子を有する化学構造のシランカッ
プリング剤が好ましい。
　本発明では、特に好ましいシランカップリング剤としては、Ｎ－２－（アミノエチル）
－３－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノ
プロピルトリメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリエト
キシシラン、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシ
シラン、３－トリエトキシシリル－Ｎ－（１，３－ジメチル－ブチリデン）プロピルアミ
ン、２－（３，４－エポキシシクロへキシル）エチルトリメトキシシラン、３－グリシド
キシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、
３－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、アミノフェニルトリメトキシシラン、ア
ミノフェネチルトリメトキシシラン、アミノフェニルアミノメチルフェネチルトリメトキ
シシランなどが挙げられる。プロセスで特に高い耐熱性が要求される場合、Ｓｉとアミノ
基の間を芳香族基でつないだものが望ましい。
　なお本発明では必要に応じて、リン系カップリング剤、チタネート系カップリング剤等
を併用しても良い。
【００５４】
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＜シランカップリング剤の塗布方法＞
　本発明におけるシランカップリング剤の塗布方法としては、液相での塗布方法、気相で
の塗布方法を用いることが出来る。
　液相での塗布方法としては、シランカップリング剤をアルコールなどの溶媒で希釈した
溶液を用いて、スピンコート法、カーテンコート法、ディップコート法、スリットダイコ
ート法、グラビアコート法、バーコート法、コンマコート法、アプリケーター法、スクリ
ーン印刷法、スプレーコート法等の一般的な液体塗布方法を例示することが出来る。液相
での塗布方法を用いた場合、塗布後に速やかに乾燥し、さらに１００±３０℃程度で数十
秒～１０分程度の熱処理を行うことが好ましい。熱処理により、シランカップリング剤と
被塗布面の表面とが化学反応により結合される。
【００５５】
　本発明ではシランカップリング剤を気相を介して塗布することができる。気相法による
塗布は、基板をシランカップリング剤の蒸気、すなわち実質的に気体状態のシランカップ
リング剤に暴露することによる。シランカップリング剤の蒸気は、液体状態のシランカッ
プリング剤を４０℃～シランカップリング剤の沸点程度までの温度に加温することによっ
て得ることが出来る。シランカップリング剤の沸点は、化学構造によって異なるが、概ね
１００～２５０℃の範囲である。ただし２００℃以上の加熱は、シランカップリング剤の
有機基がわの副反応を招く恐れがあるため好ましくない。
　シランカップリング剤を加温する環境は、加圧下、略常圧下、減圧下のいずれでも構わ
ないが、シランカップリング剤の気化を促進する場合には略常圧下ないし減圧下が好まし
い。多くのシランカップリング剤は可燃性液体であるため、密閉容器内にて、好ましくは
容器内を不活性ガスで置換した後に気化作業を行うことが好ましい。
　無機基板をシランカップリング剤に暴露する時間は特に制限されないが、２０時間以内
、好ましくは６０分以内、さらに好ましくは１５分以内、なおさらに好ましくは１分以内
である。
　無機基板をシランカップリング剤に暴露する間の無機基板温度は、シランカップリング
剤の種類と、求めるシランカップリング剤層の厚さにより－５０℃から２００℃の間の適
正な温度に制御することが好ましい。
　シランカップリング剤に暴露された無機基板は、好ましくは、暴露後に、７０℃～２０
０℃、さらに好ましくは７５℃～１５０℃に加熱される。かかる加熱によって、無機基板
表面の水酸基などと、シランカップリング剤のアルコキシ基やシラザン基が反応し、シラ
ンカップリング剤処理が完了する。加熱に要する時間は１０秒以上１０分程度以内である
。温度が高すぎたり、時間が長すぎる場合にはカップリング剤の劣化が生じる場合がある
。また短すぎると処理効果が得られない。なお、シランカップリング剤に暴露中の基板温
度が既に８０℃以上である場合には、事後の加熱を省略することも出来る。
　本発明では、無機基板のシランカップリング剤塗布面を下向きに保持してシランカップ
リング剤蒸気に暴露することが好ましい。液相の塗布方法では、必然的に塗布中および塗
布前後に無機基板の塗布面が上を向くため、作業環境下の浮遊異物などが無機基板表面に
沈着する可能性を否定できない。しかしながら気相による塗布方法では無機基板を下向き
に保持することが出来るため。環境中の異物付着を大幅に減ずることが可能となる。
　なおシランカップリング剤処理前の無機基板表面を短波長ＵＶ／オゾン照射などの手段
により清浄化すること、ないしは液体洗浄剤で清浄化すること等は、有意義な好ましい操
作である。
【００５６】
　カップリング剤の塗布量、厚さについては理論上は１分子層あれば事足り、機械設計的
には無視できるレベルの厚さで十分である。一般的には４００ｎｍ未満（０．４μｍ未満
）であり、２００ｎｍ以下（０．２μｍ以下）が好ましく、さらに実用上は１００ｎｍ以
下（０．１μｍ以下）が好ましく、より好ましくは５０ｎｍ以下、さらに好ましくは１０
ｎｍ以下である。ただし計算上５ｎｍ以下の領域になるとカップリング剤が均一な塗膜と
してではなく、クラスター状に存在するケースが想定され、余り好ましくはない。カップ
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リング剤層の膜厚は、エリプソメトリー法または塗布時のカップリング剤溶液の濃度と塗
布量から計算して求めることができる。
【００５７】
　本発明では、シランカップリング剤処理を行った無機基板、ないしは未処理の無機基板
、さらには、超純水などによる洗浄処理が行われた無機基板に、ＵＶオゾン処理を行うこ
とにより活性化した無機基板を用いることができる。本発明におけるＵＶオゾン処理とは
、酸素存在下において、波長が２７０ｎｍ以下、好ましくは２１０ｎｍ以下、なお好まし
くは１８０ｎｍ以下の波長の紫外線を比較的近距離で照射する処理を意味する。短波長の
紫外線は、雰囲気中の酸素をオゾン化し、紫外線自身は減衰するため、光源と被処理物と
の距離を離すと効果が得られない。本発明では光源と被処理物との間隔は３０ｍｍ以下、
好ましくは１６ｍｍ以下、なお好ましくは８ｍｍ以下である。
本発明では、シランカップリング剤処理のみでは、無機基板と高分子フィルムの接着力が
強くなり過ぎ、剥離に支障をきたす場合がある。シランカップリング剤の塗布量を減じる
ことにより調整は可能であるが、処理斑が出やすいため、本発明ではシランカップリング
剤処理の後に、ＵＶオゾン処理などを行い、シランカップリング剤により導入される官能
基の減活性化を行う手法を推奨する。
【００５８】
＜高分子フィルムの表面活性化処理＞
　本発明において用いられる高分子フィルムには表面活性化処理を行うことが好ましい。
該表面活性化処理によって、高分子フィルム表面は官能基が存在する状態（いわゆる活性
化した状態）に改質され、無機基板に対する接着性が向上する。
　本発明における表面活性化処理とは、乾式、ないし湿式の表面処理である。本発明の乾
式処理としては、紫外線、電子線、Ｘ線などの活性エネルギー線を表面に照射する処理、
コロナ処理、真空プラズマ処理、常圧プラズマ処理、火炎処理、イトロ処理等を用いるこ
とが出来る。湿式処理としては、フィルム表面を酸ないしアルカリ溶液に接触させる処理
を例示できる。本発明に置いて好ましく用いられる表面活性化処理は、プラズマ処理であ
り、プラズマ処理と湿式の酸処理の組み合わせ、ＵＶオゾン処理である。
【００５９】
　プラズマ処理は、特に限定されるものではないが、真空中でのＲＦプラズマ処理、マイ
クロ波プラズマ処理、マイクロ波ＥＣＲプラズマ処理、大気圧プラズマ処理、コロナ処理
などがあり、フッ素を含むガス処理、イオン源を使ったイオン打ち込み処理、ＰＢＩＩ法
を使った処理、熱プラズマに暴露する火炎処理、イトロ処理なども含める。これらの中で
も真空中でのＲＦプラズマ処理、マイクロ波プラズマ処理、大気圧プラズマ処理が好まし
い。
【００６０】
　プラズマ処理の適当な条件としては、酸素プラズマ、ＣＦ4、Ｃ2Ｆ6などフッ素を含む
プラズマなど化学的にエッチング効果が高いことが知られるプラズマ、或はＡｒプラズマ
のように物理的なエネルギーを高分子表面に与えて物理的にエッチングする効果の高いプ
ラズマによる処理が望ましい。また、ＣＯ2、Ｈ2、Ｎ2などプラズマ、およびこれらの混
合気体や、さらに水蒸気を付加することも好ましい。短時間での処理を目指す場合、プラ
ズマのエネルギー密度が高く、プラズマ中のイオンの持つ運動エネルギーが高いもの、活
性種の数密度が高いプラズマが望ましい。この観点からは、マイクロ波プラズマ処理、マ
イクロ波ＥＣＲプラズマ処理、高いエネルギーのイオンを打ち込みやすいイオン源による
プラズマ照射、ＰＢＩＩ法なども望ましい。
【００６１】
　本発明においては複数の表面活性化処理を組み合わせて行っても良い。本発明で好まし
い組み合わせは、真空プラズマ処理とＵＶオゾン処理の組み合わせである。
　かかる表面活性化処理は高分子表面を清浄化し、さらに活性な官能基を生成する。生成
した官能基は、カップリング剤層と水素結合ないし化学反応により結びつき、高分子フィ
ルム層とカップリング剤層とを接着することが可能となる。
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　本発明では、プラズマ処理のみでは、無機基板と高分子フィルムの接着力が強くなり過
ぎ、剥離に支障をきたす場合がある。プラズマ処理における処理時間の短縮、投入パワー
の低減などにより調整は可能であるが、処理斑が出やすいため、本発明ではプラズマ処理
の後に、ＵＶオゾン処理などを行いプラズマ処理効果の変成を行う手法を推奨する。
　プラズマ処理においては高分子フィルム表面をエッチングする効果も得ることが出来る
。特に滑剤粒子を比較的多く含む高分子フィルムにおいては、滑剤による突起が、フィル
ムと無機基板との接着を阻害する場合がある。この場合、プラズマ処理によって高分子フ
ィルム表面を薄くエッチングし、滑剤粒子の一部を露出せしめた上で、フ酸にて処理を行
えば、フィルム表面近傍の滑剤粒子を除去することが可能である。
【００６２】
　表面活性化処理は、高分子フィルムの片面のみに施してもよいし、両面に施してもよい
。片面にプラズマ処理を行う場合、並行平板型電極でのプラズマ処理で片側の電極上に高
分子フィルムを接して置くことにより、高分子フィルムの電極と接していない側の面のみ
にプラズマ処理を施すことができる。また２枚の電極間の空間に電気的に浮かせる状態で
高分子フィルムを置くようにすれば、両面にプラズマ処理が行える。また、高分子フィル
ムの片面に保護フィルムを貼った状態でプラズマ処理を行うことで片面処理が可能となる
。なお保護フィルムとしては粘着剤付のＰＥＴフィルム、PENフィルム、オレフィンフィ
ルム、ポリイミドフィルムなどが使用できる。
【００６３】
　本発明では、活性化処理を行う際に、一部をマスキングしたり、あるいは活性化処理の
強弱、処理時間などを部分的に変化させ、比較的接着力の強い部分と比較的接着力が弱い
部分を意図的に作ることができる。
【００６４】
＜フィルムラミネート方法＞
　本発明では、活性化された無機基板表面と、活性化された高分子フィルム表面を重ね合
わせ、加熱・加圧することにより接着を行うことができる。
　加圧・加熱処理は、例えば、大気圧雰囲気下あるいは真空中で、プレス、ラミネート、
ロールラミネート等を、加熱しながら行えばよい。またフレキシブルなバッグに入れた状
態で加圧加熱する方法も応用できる。生産性の向上や、高い生産性によりもたらされる低
加工コスト化の観点からは、大気雰囲気下でのプレスまたはロールラミネートが好ましく
、特にロールを用いて行う方法（ロールラミネート等）が好ましい。
【００６５】
　加圧加熱処理の際の圧力としては、１ＭＰａ～２０ＭＰａが好ましく、さらに好ましく
は３ＭＰａ～１０ＭＰａである。圧力が高すぎると、支持体を破損するおそれがあり、圧
力が低すぎると、密着しない部分が生じ、接着が不充分になる場合がある。
　加圧加熱処理の際の温度としては、用いる高分子フィルムの耐熱温度を超えない範囲に
て行う。非熱可塑性のポリイミドフィルムの場合には１５０℃～４００℃、さらに好まし
くは２５０℃～３５０℃での処理が好ましい。
　また加圧加熱処理は、上述のように大気圧雰囲気中で行うこともできるが、全面の安定
した接着強度を得る為には、真空下で行うことが好ましい。このとき真空度は、通常の油
回転ポンプによる真空度で充分であり、１０Ｔｏｒｒ以下程度あれば充分である。
　加圧加熱処理に使用することができる装置としては、真空中でのプレスを行うには、例
えば井元製作所製の「１１ＦＤ」等を使用でき、真空中でのロール式のフィルムラミネー
ターあるいは真空にした後に薄いゴム膜によりガラス全面に一度に圧力を加えるフィルム
ラミネーター等の真空ラミネートを行うには、例えば名機製作所製の「ＭＶＬＰ」等を使
用できる。
【００６６】
　前記加圧加熱処理は加圧プロセスと加熱プロセスとに分離して行うことが可能である。
この場合、まず、比較的低温（例えば１２０℃未満、より好ましくは９５℃以下の温度）
で高分子フィルムと無機基板とを加圧（好ましくは０．２～５０ＭＰａ程度）して両者の
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密着確保し、その後、低圧（好ましくは０．２ＭＰａ未満、より好ましくは０．１ＭＰａ
以下）もしくは常圧にて比較的高温（例えば１２０℃以上、より好ましくは１２０～２５
０℃、さらに好ましくは１５０～２３０℃）で加熱することにより、密着界面の化学反応
が促進されて高分子フィルムと仮支持用無機基板とを積層できる。
【００６７】
　なお、本発明において高分子フィルムと無機基板とを貼り合わせる際の高分子フィルム
の吸湿率を１．８％以下に制御することが好ましい。かかる高分子フィルムの吸湿率は、
高分子フィルムと無機基板を圧着する直前状態での吸湿率を意味する。高分子フィルムの
吸湿率は、高分子フィルムが放置された室内の気温と湿度に依存する。また吸湿・放湿に
は時間を要するため、当該測定は、一定条件下に十分に長い時間、少なくとも２４時間程
度以上放置された後に評価することが肝要である。
　かかる吸湿された水分は、その量が多すぎると、後工程で熱が加わった際に、ブリスタ
ーの原因となる。一方で量が少なすぎると、無機基板との接着性が安定になる場合がある
。すなわち、高分子フィルムと無機基板との各々の表面における化学的反応は、高分子フ
ィルムに内包された水分によって影響されるのである。高分子フィルムの吸湿率は１．５
％如何好ましく１．２％以下が好ましい。また吸湿率の下限は０．１％、好ましくは０．
２％、さらに好ましくは０．４％である。
【００６８】
＜高分子フィルムと無機基板の接着プロセス＞
　本発明の無機基板と高分子フィルムの積層体は、無機基板１枚に対して、高分子フィル
ムを少なくとも２以上の区画に分割して接着されていることが特徴である。
　このような積層体を得る方法としては、以下の方法を例示出来る。
(1)無機基板に、ほぼ等しいサイズの高分子フィルムを貼り合わせ、レーザー、ないし機
械的切削刃等において高分子フィルムのみを分割する方法。
　この場合、高分子フィルムの製造時に存在したボーイング歪の分布自体はそのまま残る
が、高分子フィルムが分割されることにより、高分子フィルムの伸縮、収縮が生じた場合
に於いても、引っ張り応力が分割部分で遮断されるため、無機基板に加わる応力は細分化
され、全体の変形を押さえることが出来る。
(2)予め、分割した高分子フィルムを、直接無機基板の所定の位置に貼り合わせる。
　高分子フィルムを分割し、無作為に、ないしは予想されるボーイング歪みを打ち消すよ
うに配置して貼り合わせることが可能となるため、高分子フィルムの伸縮、収縮による、
引っ張り応力を、無機基板全体に均質化して分散出来るため、さらに全体の変形を押さえ
ることが出来る。
(3)予め分割した高分子フィルムを、無機基板とほぼ等しいサイズの保護フィルムなどの
中間媒体上の所定の位置に配列して貼り付け、中間媒体に配列された状態のまま無機基板
に貼り付けた後に中間媒体を剥離する方法。
　基本的には前(2)項と同じであるが、無機基板に貼り合わせる工程が一度で済むため、
無機基板の貼り付け面ならびに、先に貼り付けられた高分子フィルム表面の汚染が防止さ
れる。
【００６９】
＜分割形態＞
　高分子フィルムを分割する形態としては、基板サイズにたいして２分割、３分割、４分
割、ないしそれ以上の分割が可能である。分割された個々の領域の形状は、無機基板の形
状に相似形とすることが出来る。例えば長方形の無機基板において、縦横をそれぞれ等数
で分割すれば、４分割、９分割、１６分割というように分割することができる。すべての
領域の形状、サイズが同じである必要はなく、製造するフレキシブル電子デバイスの形状
、サイズに応じて設計上、余白部が少なくなるように配置すれば良い。好ましいフィルム
形状は、外形が直線で構成される多角形であり、正方形、長方形、特には縦横比が４対３
ないし１６対９の長方形が好ましい。
　本発明では、高分子フィルムを一方向だけに細長く分割し、無機基板上に縞模様上に配
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置することもできる。この場合、分割された高分子フィルムをロール状に巻き上げること
が可能となり、保護フィルムもロール形状とすることで、両者をロールトゥロール式に連
続的に貼り合わせることが出来るため、保護フィルムへの分割高分子フィルムの配置が容
易となる。すなわち、
(1) 一枚の保護フィルムに、複数に分割された高分子フィルムを割り付けて貼り合わせ多
層積層フィルムを得る工程
(2) 無機基板と、前記多層積層フィルムの高分子フィルム側とを接着し、多層基板を得る
工程
(3) 前記多層基板から保護フィルムを剥がす工程にて無機基板上に分割された高分子フィ
ルムが張り合わされた状態を実現し、
(4) 多層基板の高分子フィルム上に電子デバイスを形成する工程
(5) 多層基板から高分子フィルムを剥離する工程
を経ることによってフレキシブル電子デバイスを得ることが可能となる。
【００７０】
　本発明の主旨は、このようにして、高分子フィルムの有するボーイング歪を、配置を工
夫することによって打ち消し、高分子フィルム／無機基板からなる積層体の変形を抑制す
ることにあるが、例えば、無機基板の短辺よりも狭い幅にて製造された複数の高分子フィ
ルムを無機基板に直接並べて貼り合わせる、ないし、保護フィルム上に並べて貼り合わせ
てから無機基板と貼り合わせる事により、狭い幅の高分子フィルムでも、大きなサイズの
無機基板を用いてデバイスを作成することが可能となる。この場合に於いても、高分子フ
ィルムはボーイング歪みを打ち消す方向に貼り合わせられることが好ましい。
【００７１】
　なお、収率を確保するために当然ではあるが、本発明では分割された高分子フィルムど
うしの間の間隙は極力小さい方が好ましく、５ｍｍ以下、さらには２ｍｍ以下、なおさら
には０．７ｍｍ以下とすることが好ましい。
【００７２】
＜フレキシブル電子デバイスの製造手段＞
　本発明の積層体を用いると、既存の電子デバイス製造用の設備、プロセスを用いて積層
体の高分子フィルム上に電子デバイスを形成し、積層体から高分子フィルムごと剥離する
ことで、フレキシブルな電子デバイスを作製することができる。
　本発明における電子デバイスとは、電気配線を担う配線基板、トランジスタ、ダイオー
ドなどの能動素子や、抵抗、キャパシタ、インダクタなどの受動デバイスを含む電子回路
、他、圧力、温度、光、湿度などをセンシングするセンサー素子、発光素子、液晶表示、
電気泳動表示、自発光表示などの画像表示素子、無線、有線による通信素子、演算素子、
記憶素子、ＭＥＭＳ素子、太陽電池、薄膜トランジスタなどを云う。
【００７３】
＜無機基板からの高分子フィルムの剥離手段＞
　高分子フィルムを支持体から剥離する手段については特に限定されず、公知の方法を用
いればよい。積層体から高分子フィルムを剥離する方法としては、無機基板側から強い光
を照射し、無機基板と高分子フィルム間の接着部位を熱分解、ないし光分解させて剥離す
る方法、あらかじめ接着強度を弱めておき、高分子フィルムの弾性強度限界値未満の力で
高分子フィルムを引きはがす方法、加熱水、加熱蒸気などに晒し、無機基板と高分子フィ
ルム界面の結合強度を弱めて剥離させる方法などを例示することが出来る。
　剥離の際の「きっかけ」を作る方法としては、ピンセットなどで端から捲る方法、デバ
イス付きの高分子フィルムの切り込み部分の１辺に粘着テープを貼着させた後にそのテー
プ部分から捲る方法、デバイス付きの高分子フィルムの切り込み部分の１辺を真空吸着し
た後にその部分から捲る方法、あるいは予め高分子フィルムの一部を無機板に接着しない
、ないし高分子フィルムの一部を無機基板からはみ出させることにより掴みシロを得る方
法等を採用できる。
【００７４】
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　本発明では、無機基板と高分子フィルムの９０度剥離における接着強度が所定の範囲で
あることが好ましい。高分子フィルとして熱可塑性のフィルム、たとえばＰＥＴフィルム
、ＰＥＮフィルムなどを用いた場合には、半導体としてアモルファスシリコンないしは有
機半導体を用いることを想定し、１４０℃３０分間の熱処理後の接着力が、また本発明で
高分子フィルムとしてポリイミドフィルムを用いる場合には、アモルフェスシリコンの脱
水素工程と多結晶化工程を想定した４２０℃３０分間の加熱処理後の接着力が、各々、９
０度剥離モードにおいて、１．０Ｎ／ｃｍ未満、好ましくは０．６Ｎ／ｃｍ未満、なお好
ましくは０．４Ｎ／ｃｍ未満、さらに好ましくは０．３Ｎ／ｃｍ未満である。
【００７５】
　また、本発明では剥離の際の剥離角がπ／６ラジアン（３０度）以下とすることが推奨
され、π／１２ラジアン（１５度）以下とすることがより好ましく、さらにπ／２４ラジ
アン（７．５度）以下とすることがなおさらに好ましい。剥離角度の下限が０の場合は自
然剥離に相当し、この場合には電子デバイス加工工程中でブリスター発生やフィルムの剥
離などのトラブルが出やすくなる。本発明の剥離角度の下限は１．０度、更に好ましくは
２度程度である。
【００７６】
　本発明では、剥離する部分に予め別の補強基材を貼りつけて、補強基材ごと剥離する方
法も有用である。剥離するフレキシブル電子デバイスが、表示デバイスのバックプレーン
である場合、あらかじめ表示デバイスのフロントプレーンを貼りつけて、無機基板上で一
体化した後に両者を同時に剥がし、フレキシブルな表示デバイスを得ることも可能である
。
【００７７】
　本発明において、無機基板側、ないし、高分子フィルム側、さらには両方にパターン化
処理を行うことが出来る。本発明に於けるパターン化とは、高分子フィルム、あるいは無
機基板、あるいは双方の表面処理の程度を制御して、接着力が比較的強い部分と弱い部分
とを作り出すことを意味する。本発明ではパターン化処理により高分子フィルムと無機基
板との接着力が低くなる領域（易剥離部と呼ぶ）に電子デバイスを形成し、次いで、その
領域の外周部に切り込みを入れ、高分子フィルムの電子デバイスが形成されたエリアを無
機基板から剥離する事によりフレキシブル電子デバイスを得ることが出来る。該方法によ
り、高分子フィルムと無機基板の剥離がより容易になる。
【００７８】
　積層体の易剥離部の外周に沿って高分子フィルムに切り込みを入れる方法としては、刃
物などの切削具によって高分子フィルムを切断する方法や、レーザーと積層体を相対的に
スキャンさせることにより高分子フィルムを切断する方法、ウォータージェットと積層体
を相対的にスキャンさせることにより高分子フィルムを切断する方法、半導体チップのダ
イシング装置により若干ガラス層まで切り込みつつ高分子フィルムを切断する方法などを
用いることができる。また、これらの方法の組み合わせや、切削具に超音波を重畳させた
り、往復動作や上下動作などを付け加えて切削性能を向上させる等の手法を適宜採用する
こともできる。
【００７９】
　積層体の易剥離部外周の高分子フィルムに切り込みを入れるにあたり、切り込みを入れ
る位置は、少なくとも易剥離部の一部を含んでいればよく、基本的には所定のパターンに
従って切断すれば良いが、誤差の吸収、生産性の観点などより、適宜判断すればよい。
【００８０】
　以下、図を用いて本発明について説明する。図１．図２．図３．図４．は本発明に於け
る高分子フィルムの分割例である。図１．では縦横をそれぞれ２分割し、全４分割とした
例である。図２．は縦横をそれぞれ３分割とし、全９分割とした例である。図３．は大き
さの異なる領域を設けた分割例である。図４は、単純に２分割した例である。図面は模式
図であり、分割した領域間の間隙を強調して図示してある。現実には、間隙は極力小さく
するように努めるのが常道である。
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　図５．図６．粘着剤を用いて高分子フィルムを無機基板に貼り付けた例である。図５．
においては、無機基板側に粘着剤を塗布ないしラミネートし、その上に分割された高分子
フィルムを貼り付けた様子を例示している。図６．は高分子フィルム側に粘着剤を塗布な
いしラミネートし、その後、無機基板に貼り合わせた様子を例示している。
【００８１】
　図７．は、ロール状に巻かれた保護フィルムに、連続的に２分割された高分子フィルム
を貼り付けている様子を示した模式図である。張り合わされた高分子フィルムと保護フィ
ルムからなる積層フィルムは、再びロール状に巻き上げることができる。
【００８２】
　図８、図９、図１０は、分割された高分子フィルムを保護フィルムを介して無機基板に
貼り付ける様子を示した模式図である。図８．は保護フィルムに分割した高分子フィルム
を貼り付け、再びロールに巻き上げている様子を示した模式図である。図示するための都
合上、高分子フィルムはロールの長手方向に分割されているが、分割方向が限定されるわ
けではなく、図７．に図示した様に、幅方向に分割することも可能である。図９．は、ロ
ールに巻き上げられた保護フィルムを介して、高分子フィルムを、粘着剤層が設けられた
無機基板に貼り付けている様子を示した模式図である。ラミネート直後に保護フィルムを
断裁すれば、以後の工程では無機基板を支持体とした枚葉状態でハンドリングできる。図
１０．は保護フィルムを剥離している様子を示す。ここでは剥がした保護フィルムをロー
ル状に巻き取る例を示しているが、必ずしも巻き取らなければならない訳ではない。
【実施例】
【００８３】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の実
施例によって限定されるものではない。なお、以下の実施例における物性の評価方法は下
記の通りである。
【００８４】
＜ポリアミド酸溶液の還元粘度＞
　ポリマー濃度が０．２ｇ／ｄｌとなるようにＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミドに溶解した
溶液についてウベローデ型の粘度管を用いて３０℃で測定した。
【００８５】
＜高分子フィルムの厚さ＞
　高分子フィルムの厚さは、マイクロメーター（ファインリューフ社製「ミリトロン１２
４５Ｄ」）を用いて測定した。
【００８６】
＜高分子フィルムの引張弾性率、引張強度および引張破断伸度＞
　測定対象とする高分子フィルムから、流れ方向（ＭＤ方向）及び幅方向（ＴＤ方向）が
それぞれ１００ｍｍ×１０ｍｍである短冊状の試験片を切り出し、引張試験機（島津製作
所社製「オートグラフ（登録商標）；機種名ＡＧ－５０００Ａ」）を用い、引張速度５０
ｍｍ／分、チャック間距離４０ｍｍの条件で、ＭＤ方向、ＴＤ方向それぞれについて、引
張弾性率、引張強度および引張破断伸度を測定した。
【００８７】
＜高分子フィルムの線膨張係数（ＣＴＥ）＞
　測定対象とする高分子フィルムの流れ方向（ＭＤ方向）および幅方向（ＴＤ方向）につ
いて、下記条件にて伸縮率を測定し、１５℃の間隔（３０℃～４５℃、４５℃～６０℃、
…）での伸縮率／温度を測定し、この測定を３００℃まで行って、ＭＤ方向およびＴＤ方
向で測定した全測定値の平均値を線膨張係数（ＣＴＥ）として算出した。
　　機器名　　　　；　ＭＡＣサイエンス社製「ＴＭＡ４０００Ｓ」
　　試料長さ　　　；　２０ｍｍ
　　試料幅　　　　；　２ｍｍ
　　昇温開始温度　；　２５℃
　　昇温終了温度　；　４００℃
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　　昇温速度　　　；　５℃／分
　　雰囲気　　　　；　アルゴン
　　初荷重　　　　；　３４．５ｇ／ｍｍ2
【００８８】
＜高分子フィルムの熱収縮率＞
　ＩＥＣ　６１１８９－２，Ｔｅｓｔ　２Ｘ０２　に規定される方法で、加熱条件を４０
０℃１時間として、測定した。
【００８９】
＜高分子フィルムの吸湿率＞
ＪＩＳ　Ｋ７２５１に規定されるＡ法にて測定した。
【００９０】
＜積層体の反り＞
　長方形の積層体を定盤上に、反りが上向きに凹となるように置き、角部分の、定盤から
の高さを金尺にて測定し、各角の高さと平均値を求めた。
＜搬送性＞
　液晶ディスプレイ製造用の自動搬送機械における搬送性を総合評価した。評価基準は以
下の通り。
　　○：標準条件にて搬送可能、問題なし。
　　△：搬送に一部問題はあるが、装置条件変更にて対応可能
　　×：搬送出来ない。
【００９１】
＜接着強度　９０度剥離法＞
　積層板から、測定に供する部分を１００ｍｍ四方程度に切り取り、無機基板と高分子フ
ィルムとの接着強度を、ＪＩＳ　Ｃ６４８１に記載の９０度剥離法に従い、下記条件で測
定した。
　　装置名　　　　　：　島津製作所社製「オートグラフ（登録商標）ＡＧ－ＩＳ」
　　測定温度　　　　：　室温
　　剥離速度　　　　：　５０ｍｍ／分
　　雰囲気　　　　　：　大気
　　測定サンプル幅　：　１０ｍｍ
【００９２】
＜ポリイミドフィルムの製造＞
〔製造例１〕
（ポリアミド酸溶液の調製）
　窒素導入管、温度計、攪拌棒を備えた反応容器内を窒素置換した後、３，３'，４，４'
－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）３９８質量部と、パラフェニレンジ
アミン（ＰＤＡ）１４７質量部とを、４６００質量部のＮ、Ｎ－ジメチルアセトアミドに
溶解させて加え、滑材としてコロイダルシリカをジメチルアセトアミドに分散してなる分
散体（日産化学工業製「スノーテックス（登録商標）ＤＭＡＣ－ＳＴ３０」）をシリカ（
滑材）がポリアミド酸溶液中のポリマー固形分総量に対して０．０８質量％になるように
加え、２５℃の反応温度で２４時間攪拌して、表１に示す還元粘度を有する褐色で粘調な
ポリアミド酸溶液Ｖ１を得た。
【００９３】
（ポリイミドフィルムの作製）
　上記で得られたポリアミド酸溶液Ｖ１を、スリットダイを用いて幅１５００ｍｍの長尺
ポリエステルフィルム（東洋紡績株式会社製「Ａ－４１００」）の平滑面（無滑材面）上
に、最終膜厚（イミド化後の膜厚）が２５μｍとなるように塗布し、１０５℃にて２０分
間乾燥した後、ポリエステルフィルムから剥離して、幅１４２０ｍｍの自己支持性のポリ
アミド酸フィルムを得た。
　次いで得られた自己支持性ポリアミド酸フィルムを、搬送ロールの速度差により、長さ
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方向に１．１倍に引き延ばし、次いで、ピンテンターによって幅方向に１．０５倍引き延
ばし、１５０℃～４２０℃の温度領域で段階的に昇温させて（１段目１８０℃×５分、２
段目２７０℃×１０分、３段目４２０℃×５分間）熱処理を施してイミド化させ、両端の
ピン把持部分をスリットにて落とし、幅１２９０ｍｍの長尺ポリイミドフィルムＦ１（１
０００ｍ巻き）を得た。得られたフィルムＦ１の特性を表２．に示す。
【００９４】
〔製造例２〕
（ポリアミド酸溶液の調製）
　窒素導入管、温度計、攪拌棒を備えた反応容器内を窒素置換した後、５－アミノ－２－
（ｐ－アミノフェニル）ベンゾオキサゾール（ＤＡＭＢＯ）２２３質量部と、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアセトアミド４４１６質量部とを加えて完全に溶解させ、次いで、ピロメリット酸
二無水物（ＰＭＤＡ）２１７質量部とともに、滑材としてコロイダルシリカをジメチルア
セトアミドに分散してなる分散体（日産化学工業製「スノーテックス（登録商標）ＤＭＡ
Ｃ－ＳＴ３０」）とをシリカ（滑材）がポリアミド酸溶液中のポリマー固形分総量にて０
．０９質量％になるように加え、２５℃の反応温度で３６時間攪拌して、表１に示す還元
粘度を有する褐色で粘調なポリアミド酸溶液Ｖ２を得た。
【００９５】
＜ポリイミドフィルムの作製＞
　ポリアミド酸溶液Ｖ１に代えて、上記で得られたポリアミド酸溶液Ｖ２を用い、スリッ
トダイを用いて幅８００ｍｍの長尺ポリエステルフィルム（東洋紡績株式会社製「Ａ－４
１００」）の平滑面（無滑材面）上に、最終膜厚（イミド化後の膜厚）が３８μｍとなる
ように塗布し、１０５℃にて２５分間乾燥した後、ポリエステルフィルムから剥離して、
ピンテンターによって、１段目１５０℃×５分、２段目２２０℃×５分、３段目４９５℃
×１０分間）熱処理を施してイミド化させ、両端のピン把持部分をスリットにて落とし、
幅６４５ｍｍの長尺ポリイミドフィルムＦ２（１０００ｍ巻き）を得た。得られたフィル
ムＦ２の特性を表２．に示す。
【００９６】
【表１】

【００９７】
＜表面活性化処理フィルムの製造＞
　製造例１で得られたポリイミドフィルムＦ１の両面に真空プラズマ処理を行い、さらに
両面にUVオゾン処理を施して、表面活性化処理フィルムＰ１を得た。
　真空プラズマ処理は、平行平板型の電極を使ったＲＩＥモード、ＲＦプラズマによる処
理であり、真空チャンバー内に窒素ガスを導入し、１３．５４ＭＨｚの高周波電力を導入
するようにし、処理時間は３分間とした。
　UVオゾン処理には、　ランテクニカルサービス株式会社製のＵＶ／Ｏ3洗浄改質装置（
「ＳＫＢ１１０２Ｎ－０１」）とＵＶランプ（「ＳＥ－１１０３Ｇ０５」）とを用い、該
ＵＶランプから２０ｍｍ程度離れた距離から５分間行った。照射時にはＵＶ／Ｏ３洗浄改
質装置内には特別な気体は入れず、ＵＶ照射は、大気雰囲気、室温で行った。なお、ＵＶ
ランプは１８５ｎｍ（不活性化処理を促進するオゾンを発生させうる短波長）と２５４ｎ
ｍの波長の輝線を出しており、このとき照度は、照度計「ＯＲＣ社製ＵＶ－Ｍ０３ＡＵＶ
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（２５４ｎｍの波長で測定）」にて２０ｍＷ／ｃｍ2であった。
【００９８】
　ポリイミドフィルムＦ１に代えてポリイミドフィルムF２を用いたこと以外は同様にし
て、表面活性化処理ポリイミドフィルムＰ２を得た。さらに、市販のポリイミドフィルム
：カプトンH、（東レデュポン社製）、市販のＰＥＮフィルム（帝人・デュポン社製）、
市販の全芳香族ポリエステルフィルム（ＬＣＰ、住友化学社製）を用いて同様に表面処理
を行った。結果を表２．表３．に示す
【００９９】
【表２】

【０１００】
【表３】

【０１０１】
＜保護フィルムと高分子フィルムの貼り合わせ＞
　表面活性化処理フィルムＰ１の内２５ｍを、幅方向に４分割にスリットして巻き上げ、
幅３２２．５ｍｍとした。なお得られた４本のロールはそれぞれ、フィルム作製時のフィ
ルム進行方向の左側からＰ１ａ、Ｐ１ｂ、Ｐ１ｃ、Ｐ１ｄとした。
　２対のシリコンゴムローラーを備えたフィルムラミネーターの巻出し部に、幅１３００
ｍｍの保護フィルムをセットした。用いた保護フィルムは、１５０℃にてアニール処理を
行った５０μｍ厚の東洋紡株式会社製ＰＥＴフィルム、Ｅ５１００を基材とし、厚さ１０
μｍのシリコーン系粘着剤を片面にコーティングしたものである。
　フィルムラミネーターのもう一方の巻出し部に、先にスリットした３２２．５ｍｍ幅の
ポリイミドフィルムを、保護フィルム巻きだし方向の左側から、Ｐ１ｂ、Ｐ１ｄ、Ｐ１ａ
、Ｐ１cの順で、フィルム間隙が２ｍｍとなるように配置した。
　次いで、保護フィルムとポリイミドフィルムとを貼り合わせを行い、再びロール状に巻
き上げた。ラミネートは線速５ｍ／分、保護フィルム側とポリイミドフィルム側のテンシ
ョンは等しくし、ローラー温度は室温とした。
　同様に、幅１３００ｍｍの保護フィルムに対して、表面活性化フィルムＰ２を幅方向に
、間隙を１ｍｍとして２列に並べ、ラミネートし、ロールに巻き上げた。
【０１０２】
＜無機基板への表面活性化処理＞
　気相塗布によるシランカップリング剤処理とＵＶオゾン処理にて無機基板の表面活性化
処理を行った。なお、無機基板として１３００×１５００ｍｍのコーニング社製 Lotus G
lass を用いた。
＜シランカップリング剤塗布＞
　以下の条件にて無機基板へのシランカップリング剤塗布を行った。シランカップリング
剤（信越化学工業株式会社製「ＫＢＭ－９０３」：３－アミノプロピルトリメトキシシラ
ン）１００質量部をチャンバー内の蒸発バットに仕込み、大気圧にて酸素濃度が０．１％
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以下となるまで窒素ガスを導入し、次いで窒素ガスを止め、チャンバー内を３×１０-4Ｐ
ａまで減圧し、シランカップリング剤を仕込んだバットを１２０℃まで昇温した。次いで
シランカップリング剤の液面から垂直方向に１００ｍｍ離れた箇所を、１３００×１５０
０ｍｍの液晶ディスプレイ用ガラス「Ｇ０」を水平に保持し、７ｍｍ／秒の速度で静かに
搬送してシランカップリング剤蒸気への暴露を行い、その後、真空チャンバー内にクリー
ンな窒素ガスを静かに導入して大気圧まで戻し、遠赤外線加熱によりガラス温度を９５℃
～１０５℃の間に制御して約３分間熱処理を行い、表面活性化処理としてシランカップリ
ング剤を塗布した基板「G1」を得た。
【０１０３】
　得られたシランカップリング剤塗布基板Ｇ１に、ランテクニカルサービス株式会社製の
ＵＶ／Ｏ3洗浄改質装置を用い、大気雰囲気内にて、該ＵＶランプから２０ｍｍ程度離れ
た距離からＵＶ照射を５分間行い、表面活性化基板G２を得た。なお、ＵＶランプは１８
５ｎｍ（不活性化処理を促進するオゾンを発生させうる短波長）と２５４ｎｍの波長の輝
線を出しており、このとき照度は、照度計「ＯＲＣ社製ＵＶ－Ｍ０３ＡＵＶ（２５４ｎｍ
の波長で測定）」にて２０ｍＷ／ｃｍ2であった。
【０１０４】
（比較例１）
＜積層体の製作と初期特性の評価＞
　表面活性化フィルムＰ１と表面活性化基板Ｇ１の、活性面通しを合わせるように重ね、
ＭＣＫ社製ロールラミネータを用いて、無機基板側温度１００℃、ロール圧力５ｋｇ／ｃ
ｍ2、ロール速度５ｍｍ／秒にて仮ラミネートした。仮ラミネート後の高分子フィルムは
フィルムの自重では剥がれないが、フィルム端部を引っ掻くと簡単に剥がれる程度の接着
性であった。その後、得られた仮ラミネート基板をクリーンオーブンに入れ、２００℃に
て３０分間加熱した後、室温まで放冷して、積層体Ｌ１を得た。
　得られた積層体の外観品位の観察、反りの測定、およびフィルムと基板との９０度剥離
接着強度、さらにオーブンで４２０℃３０分処理後の９０度剥離接着強度と反りについて
評価した。結果を表４．に示す。
　なお、積層体の製作は、温度２５℃±２℃、湿度５５％±３％に保たれている実験室で
行い、表面活性化フィルムは当実験室に２４時間以上放置した後に積層を行った。　
【０１０５】
（実施例１）
　４分割され、保護フィルムに貼られてロールに巻き上げられた表面活性化フィルムＰ１
ａ、Ｐ１ｂ、Ｐ１ｃ、Ｐ１ｄ　を保護フィルムごとラミネータにセットし、同様に表面活
性化基板Ｇ１にラミネートして仮接着した。次いで得られた仮ラミネート基板をクリーン
オーブンに入れ、１５０℃にて１８０分間加熱した後、室温まで放冷し、注意深く保護フ
ィルムを剥離して、本発明の積層体Ｌ２を得た。評価結果を表４．に示す。
【０１０６】
（実施例２）
　２列に並べて貼り付けされた表面活性化フィルムＰ２と保護フィルムからなるロールを
同様にラミネータにセットし、同様に表面活性化基板Ｇ１にラミネートして仮接着した。
次いで得られた仮ラミネート基板をクリーンオーブンに入れ、１５０℃にて１８０分間加
熱した後、室温まで放冷し、注意深く保護フィルムを剥離して、本発明の積層体Ｌ３を得
た。評価結果を表４．に示す。積層体Ｌ３は、図４．、図７．に例示した形態である。こ
の場合、ガラス基板の最小幅に満たない幅の高分子フィルムでも、このような手法を用い
れば貼り合わせが可能であることと、かかる剛直性を有する化学構造を持つ高分子のフィ
ルムでは、基板変形が最小限に留められることが理解出来る。
（比較例２）
　表面活性化フィルムＰ３を、比較例１と同様の方法にてＧ１と貼り合わせてＬ４を得た
。評価結果を表４．に示す。
【０１０７】
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（実施例３）
　表面活性化フィルムＰ３を、無機基板の縦横３分割になるサイズに分割し、間隙を１．
０ｍｍとして保護フィルム上に無作為に配列して貼り合わせたロールを製作し、同様にラ
ミネータにセットし、同様に表面活性化基板Ｇ１にラミネートして仮接着した。次いで得
られた仮ラミネート基板をクリーンオーブンに入れ、１５０℃にて１２０分間加熱した後
、室温まで放冷し、注意深く保護フィルムを剥離して、本発明の積層体Ｌ５を得た。評価
結果を表４．に示す。
（比較例３）
　未処理のガラス板Ｇ０の表面にアクリル系粘着剤を塗布し、表面活性化フィルムＰ４を
ラミネートし積層体Ｌ６を得た。評価結果を表４．に示す。なお、本フィルムは４２０℃
の耐熱性を有していないため、加熱試験は行っていない。
【０１０８】
（実施例４）
　未処理のガラス板Ｇ０の表面にアクリル系粘着剤を塗布し、表面活性化フィルムＰ４を
実施例３に倣って３×３分割し、Ｇ０にラミネートし積層体Ｌ７を得た。評価結果を表４
．に示す。なお、本フィルムは４２０℃の耐熱性を有していないため、加熱試験は行って
いない。
（比較例４）
　表面活性化フィルムＰ５を用い、比較例３と同様の方法で積層体Ｌ８を得た。評価結果
を表４．に示す。なお、本フィルムは４２０℃の耐熱性を有していないため、加熱試験は
行っていない。
（実施例５）
　表面活性化フィルムＰ５を用い、比較例３と同様の方法で、ただし分割数は４×４、配
列は無作為として積層体Ｌ９を得た。評価結果を表４．に示す。なお、本フィルムは４２
０℃の耐熱性を有していないため、加熱試験は行っていない。
【０１０９】
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【表４】

【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明のフレキシブル電子デバイスの製造方法によれば、仮支持用の無機基板に仮固定
した高分子フィルム上に電子デバイスを作成した後に無機基板から電子デバイス付き高分
子フィルムを、電子デバイスにストレスを与えることなく剥離することが可能であり、特
にフレキシブルな電子デバイスを製造する上で産業界への寄与は極めて大である。
【符号の説明】
【０１１１】
１　無機基板
２　高分子フィルム
３　粘着剤
４　保護フィルム
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